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特定非営利活動法人親子ぐるみ支援ネットワーク 
 

入会金及び会費規程 
 

（目的） 
第１条 この規程は、特定非営利活動法人親子ぐるみ支援ネットワーク（以下「この法人」という。）

の定款第８条、第３１条第１項第５号の規定に基づき、この法人の入会金及び会費（以下「入会金

等」という。）に関して必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（入会金） 
第２条 定款第８条に規定する入会金の額は、次のとおりとする。 
（１）正会員 個人  ３０，０００円 
  団体  ３０，０００円 
（２）賛助会員 個人       ０円 
  団体       ０円 
 
（会費） 
第３条 定款第８条に規定する正会員及び賛助会員が毎年度納入すべき会費の額は、次のとおりと

する。 
（１）正会員 個人  １０，０００円 
  団体  ５０，０００円 
（２）賛助会員 個人 １口  １，０００円（３口以上とする。） 
  団体 １口 １０，０００円（１口以上とする。） 
 
（入会金等の納期及び納入方法） 
第４条 入会金は、入会時に納入しなければならない。 
２ 会費は、毎年６月末日までに納入しなければならない。ただし、新規会員は、入会時に納入す

るものとし、納入案内通知の到着後すみやかに納入するものとする。 
３ 入会金等は、この法人の指定する金融機関の口座（以下「指定口座」という。）へ振り込むもの

とする。ただし、事務局に持参することを妨げない。なお指定口座は、別表に定めるとおりとする。 
４ 振込手数料等、入会金等の納入に係る費用については、この法人が負担するものとする。 
 
（規程の改廃） 
第５条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て、理事長が行う。 
 
 
 
附則 
１ この規程は、この法人の成立の日から施行する。 
２ 親子ぐるみ支援ネットワーク準備会の会員が納めた入会金等は、この法人の入会金等とみなす。 
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別表 
金融機関名 口座種別  口座情報 
ゆうちょ銀行 振替口座  口座番号 00110-9-324531 

 名義：親子ぐるみ支援ネットワーク準備会 
ゆうちょ銀行 総合口座  記号：10330 番号：72005061 

 名義：親子ぐるみ支援ネットワーク準備会 
 


